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５　釧路市景観条例

平成21年10月2日

釧路市条例第41号
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第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は、釧路らしい景観の保全、整備

及び形成に関する基本理念を定め、並びに市、市

民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景

観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」と

いう。）の規定に基づく景観計画の策定、行為の

届出、景観重要建造物等の指定等に関し必要な事

項を定めることにより、良好な景観づくりに関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって

現在及び将来にわたる市民の潤いのある豊かな生

活環境の創造と個性的で魅力あるまちづくりに寄

与することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

(1) 景観計画　法第８条第１項に規定する景観計

画をいう。

(2) 景観づくり　景観を保全し、整備し、及び形

成することをいう。

(3) 景観計画区域　法第８条第２項第１号に規定

する景観計画区域をいう。

(4) 建築物　建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第２条第１号に規定する建築物をい

う。

(5) 工作物　土地又は建築物に定着し、又は継続

して設置される物のうち、建築物以外の物で規

則で定めるものをいう。

(6) 建築等　法第１６条第１項第１号に規定する

建築等をいう。

(7) 建設等　法第１６条第１項第２号に規定する

建設等をいう。

(8) 景観重要建造物　法第１９条第１項に規定す

る景観重要建造物をいう。

(9) 景観重要樹木　法第２８条第１項に規定する

景観重要樹木をいう。

（基本理念）

第３条　市は、次に掲げる基本理念に基づき、釧路

らしい景観づくりを推進する。

(1) 地域の自然、歴史、文化等と市民の生活、経

済活動等との調和に配慮した個性豊かな景観づ

くり

(2) 美しい自然を生かした景観づくり

(3) 緑の保全及び創出による景観づくり

(4) 市民、事業者及び市の協働による景観づくり

(5) 次代の市民に引き継いでいく景観づくり

（市の責務）

第４条　市は、前条に定める基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、景観づくりに関す

る基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施す

るものとする。

２　市は、景観づくりに関する施策の策定及び実施

に当たっては、市民及び事業者の意見等が反映さ

れるよう努めるものとする。

（市民の責務）

第５条　市民は、基本理念にのっとり、自らが景観

づくりの主体であることを認識し、主体的な景観

づくりに係る活動に努めるとともに、市が実施す

る景観づくりに協力しなければならない。

（事業者の責務）

第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業

活動に際し、景観づくりに自ら努めるとともに、

市が実施する景観づくりに協力しなければならな

い。

（来訪者の協力等）

第７条　市、市民及び事業者は、来訪者に対し自ら

が取り組む景観づくりについて、理解と協力を求

めることができる。

（財産権等の尊重及び他の公益との調整）

第８条　この条例の運用に当たっては、関係者の財

産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業

その他の公益との調整に留意しなければならない。

（先導的役割）

第９条　市は、公共建築物、道路、公園その他の公

共施設の整備等を行う場合においては、景観づく

りに先導的な役割を果たすよう努めるものとする。

（知識の普及等）

第１０条　市は、市民及び事業者の景観づくりに関

する知識の普及及び意識の向上を図るため、必要

な措置を講ずるものとする。

（国等に対する協力の要請）

第１１条　市長は、景観づくりに関して必要がある

と認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、

景観づくりの推進について協力を要請するものと

する。

第２章　景観計画

（景観計画の策定等）

第１２条　市は、基本理念を達成し、釧路らしい景

観づくりを行うための基本的かつ総合的な施策を

計画的に進めるため、景観計画を定めるものとす

る。

２　市は、景観計画において、景観計画区域内で特

に良好な景観づくりを進める必要がある区域を景

観計画重点区域（以下「重点区域」という。）

又は景観形成推進区域（以下「推進区域」とい

う。）として指定することができる。この場合に

おいて、重点区域及び推進区域として指定するこ

とができる区域は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める区域とする。

(1) 重点区域　次のいずれかに該当する区域

ア　地域を活性化する拠点として良好な景観を

形成する必要がある区域

イ　観光の振興や交流の促進を図るうえで良好

な景観を形成する必要がある区域

(2) 推進区域　良好な自然や田園景観を有し、周

囲の景観とともに良好な景観を将来にわたり保

全していくことが必要な区域

３　市は、重点区域及び推進区域を指定しようとす

るときは、法第８条第２項第２号に規定する良好

な景観の形成に関する方針及び同項第３号に規定

する行為の制限に関する事項を当該指定しようと

する区域ごとに定めるものとする。

４　市長は、景観計画を定めようとするときは、法

第９条の規定によるほか、あらかじめ、第３３条

第１項に規定する釧路市景観審議会（以下第４章

までにおいて「審議会」という。）の意見を聴か

なければならない。景観計画を変更しようとする

ときも、また同様とする。

（計画提案をすることができる団体）

第１３条　法第１１条第２項の条例で定める団体は、

良好な景観づくりを推進する活動を行うことを目

的とする団体で、規則で定める要件のいずれにも

該当するものとする。

（計画提案があったときの審議会への付議）

第１４条　市長は、法第１１条第１項又は第２項の

規定による提案があったときは、審議会に当該提

案に係る景観計画の素案を提出して、その意見を

聴かなければならない。

第３章　行為の届出等

第１節　事前協議

第１５条　景観計画区域内において、法第１６条第

１項又は第２項の規定による届出が必要な行為を

行おうとする者は、当該届出を行う前に当該行為

の設計、施行方法等について、市長に協議するこ

とができる。

２　市長は、前項の規定による協議の申出があった

ときは、その協議に応じ、速やかに必要な助言を

するものとする。

第２節　景観法に基づく行為の届出等

（景観計画区域における行為の届出に係る添付図書）

第１６条　景観法施行規則（平成１６年国土交通省

令第１００号）第１条第２項第４号の条例で定め

る図書は、平面図その他の規則で定めるものとす

る。

（景観計画区域内における行為の届出）

第１７条　法第１６条第１項第４号の条例で定める

行為は、別表第１の区域の欄に掲げる区域につい

て、同表の行為の内容の欄に定める行為とする。

（景観計画区域内における行為の届出等の適用除外）

第１８条　重点区域及び推進区域以外の景観計画区

域における法第１６条第７項第１１号の条例で定

める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の建築等で、高さ（増築又は改築に

あっては、増築又は改築後の高さ）が１３メー

トル以下で、かつ、延べ面積（増築又は改築

にあっては、増築又は改築後の延べ面積）が

１，５００平方メートル以下のもの

(2) 前号に規定する規模を超える建築物の増築又

は改築で、当該増築又は改築に係る部分の床面

積が１０平方メートル以下のもの

(3) 第１号に規定する規模を超える建築物の外観

を変更することとなる修繕若しくは模様替又は

色彩の変更（以下「外観の変更等」という。）

で、一壁面の変更面積がその面の２分の１以下

のもの

(4) 木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他これ

らに類する工作物の建設等で、高さが１５メー

トル（建築物と一体となって設置される工作物

にあっては、地盤面から当該工作物の上端まで

の高さが１５メートル）以下のもの

(5) 前号の工作物以外の工作物の建設等で、高さ

が８メートル（建築物と一体となって設置され

る工作物にあっては、当該工作物の高さが８

メートル又は地盤面から当該工作物の上端まで

の高さが１３メートル）以下のもの
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(6) 前２号に規定する規模をそれぞれ超える工作

物の外観の変更等で、その変更面積が全体の２

分の１以下のもの

(7) 法第１６条第１項第３号に掲げる行為で、当

該行為に係る土地の面積が１０，０００平方

メートル以下のもの

(8) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可、認

可、届出等を要する行為で規則で定めるもの  

２　重点区域及び推進区域内における法第１６条第

７項第１１号の条例で定める行為は、別表第２の

区域の欄に掲げる区域について、同表の行為の内

容の欄に定める行為とする。

（勧告の手続）

第１９条　市長は、法第１６条第３項の規定による

勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会

の意見を聴かなければならない。

（法に基づく届出をした者に対する通知）

第２０条　市長は、法第１６条第１項又は第２項の

規定による届出があった場合において、当該届出

に係る行為について、良好な景観づくりに支障を

及ぼすおそれがないと認めるときは、その旨を当

該届出をした者に通知するものとする。

（特定届出対象行為）

第２１条　法第１７条第１項に規定する特定届出対

象行為は、法第１６条第１項第１号及び第２号の

届出を要する行為とする。

（変更命令の手続）

第２２条　市長は、法第１７条第１項又は第５項の

規定による命令をしようとするときは、あらかじ

め、審議会の意見を聴かなければならない。

（廃屋等の管理の要請）

第２３条　市は、重点区域及び推進区域に所在する

廃屋、空き地その他老朽化した既存施設等（以下

「廃屋等」という。）が、良好な景観づくりを図

るうえで支障があると認めるときは、その廃屋等

の所有者又は管理者に対し必要な措置を講ずるよ

う要請することができる。

２　市長は、前項の規定による要請をしようとする

ときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものと

する。

第４章　景観重要建造物等

（景観重要建造物の指定の手続）

第２４条　市長は、法第１９条第１項の規定により

景観重要建造物を指定しようとするときは、同条

第２項の規定によるほか、あらかじめ、審議会の

意見を聴かなければならない。

２　市長は、景観重要建造物を指定したときは、そ

の旨を告示しなければならない。

（景観重要建造物の管理の方法の基準）

第２５条　法第２５条第２項の規定により定める管

理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は､原則として当該修

繕前の外観を変更することのないようにするこ

と。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災

上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、

構造及び建築設備の状況を定期的に点検するこ

と。

(4) 前３号に掲げるもののほか、景観重要建造物

の良好な景観の保全のため必要な措置として規

則で定めるものを講ずること。

（景観重要樹木の指定の手続）

第２６条　市長は、法第２８条第１項の規定により

景観重要樹木を指定しようとするときは、同条第

２項の規定によるほか、あらかじめ、審議会の意

見を聴かなければならない。

２　市長は、景観重要樹木を指定したときは、その

旨を告示しなければならない。

（景観重要樹木の管理の方法の基準）

第２７条　法第３３条第２項の規定により定める管

理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、

剪
せん

定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐため、病

害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 前２号に掲げるもののほか、景観重要樹木の

良好な景観の保全のため必要な措置として規則

で定めるものを講ずること。

（景観重要建造物等の原状回復命令等の手続）

第２８条　市長は、法第２３条第１項（法第３２条

第１項において準用する場合を含む。）の規定に

より原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を

命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意

見を聴かなければならない。

（管理に関する命令及び勧告の手続）

第２９条　市長は、法第２６条若しくは法第３４条

の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しよう

とするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴か

なければならない。

（景観重要建造物等の指定の解除の手続）

第３０条　市長は、法第２７条第２項の規定により

景観重要建造物の指定を解除し、又は法第３５条

第２項の規定により景観重要樹木の指定を解除し

ようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を

聴かなければならない。

２　市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指

定を解除したときは、その旨を告示しなければな

らない。

第５章　表彰、助成等

（表彰）

第３１条　市は、釧路らしい景観づくりに寄与して

いると認められる特に優れた行為を行った個人又

は団体に対し、その功績を表彰することができる。

（助成等）

第３２条　市は、景観重要建造物及び景観重要樹木

の所有者等に対し、その保存等のために技術的援

助を行い、又はその保存等に要する経費の一部を

助成することができる。

第６章　釧路市景観審議会

第３３条　釧路らしい景観づくりに関する重要事項

を調査審議するため、釧路市景観審議会（以下

「審議会」という。）を置く。

２　審議会は、委員１５人以内をもって組織する。

３　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

４　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。

５　委員は、再任されることができる。

６　特別の事項を調査審議するために必要があると

きは、審議会に臨時委員を置くことができる。

７　専門の事項を調査させるために必要があるとき

は、審議会に調査委員を置くことができる。

８　前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び

運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第７章　雑則

（委任）

第３４条　この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。

附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

ただし、第３項の規定は、公布の日から施行する。

（釧路市景観条例の廃止）

２　釧路市景観条例（平成１９年釧路市条例第３５

号）は、廃止する。

（経過措置）

３　景観計画の策定及びこれに関し必要な手続その

他の行為は、この条例の施行前においても、第

１２条の規定の例により行うことができる。この

場合において、同条第４項中「第３３条第１項に

規定する釧路市景観審議会」とあるのは、「釧路

市景観条例（平成１９年釧路市条例第３５号）第

２０条第１項に規定する釧路市景観審議会」とす

る。

４　前項の規定により定められた景観計画は、この

条例の施行の日において第１２条第１項の規定に

より定められた景観計画とみなす。

５　この条例の施行の際、現に第２項の規定による

廃止前の釧路市景観条例（以下「旧条例」とい

う。）第９条第１項の規定により指定されている

景観形成推進地区は、第１２条第２項第２号の規

定により指定された推進区域とみなす。

６　第３章第２節の規定は、平成２２年５月２日以

後に着手する法第１６条第１項第１号から第４号

までに掲げる行為に係る行為の届出等について適

用する。

７　この条例の施行前に旧条例第１１条又は第１４

条の規定により届出がされた行為については、な

お従前の例による。

８　この条例の施行の際、現に旧条例第２０条第１

項の規定により置かれている釧路市景観審議会

（以下「旧審議会」という。）は、第３３条第１

項の規定により置かれた審議会とみなす。

９　この条例の施行の際、現に旧条例第２０条第３

項の規定により旧審議会の委員に委嘱されている

者は、第３３条第３項の規定により審議会の委員

に委嘱された者とみなす。この場合において、当

該委員の任期は、旧審議会の委員の残任期間とす

る。

別表第１（第１７条関係）

区域 行為の内容

道道釧路空港線周辺地

区（景観計画において推

進区域として指定する

道道釧路空港線周辺地

区をいう。以下同じ。）

(1) 土地の開墾、土砂

の採取、鉱物の掘採

その他の土地の形質

の変更

(2)　樹木の伐採

別表第２（第１８条関係）

区域 行為の内容

道道釧路空港線周辺地区

(1) 第１８条第１項第

８号に掲げるもの

(2) 通常の管理行為、

軽易な行為その他の

行為で規則で定める

もの
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（趣旨）

第１条　この規則は、景観法（平成１６年法律第１１０

号。以下「法」という。）及び釧路市景観条例（平成

２１年釧路市条例第４１号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この規則で使用する用語は、条例で使用する用

語の例による。

（建築物以外の工作物）

第３条　条例第２条第５号の建築物以外の物で規則で定

めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 門、塀、垣、さく、擁壁その他これらに類するも

の（法第８条第２項第５号ロに規定する特定公共施

設、鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第８条

第１項に規定する鉄道施設及び空港法（昭和３１年

法律第８０号）第２条に規定する空港の用に供する

ものを除く。）

(2) 煙突その他これに類するもの

(3) 木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他これらに

類するもの（法第８条第２項第５号ロに規定する特

定公共施設、鉄道事業法第８条第１項に規定する鉄

道施設並びに空港法第２条に規定する空港の用に供

するもの並びに電気供給のための電線路及び有線電

気通信のための線路の支持物を除く。）

(4) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(5) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

(6) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するも

のの貯蔵施設

(7) 観覧車、飛行塔、コースターその他これらに類す

る遊戯施設

(8) アスファルトプラント、コンクリートプラントそ

の他これらに類する製造施設

(9) その他市長が指定するもの

（計画提案をすることができる団体）

第４条　条例第１３条の規則で定める要件は、次に掲げ

るものとする。

(1) その活動が営利活動、政治活動又は宗教活動を目

的とするものでないこと。

(2) 構成員の全部又は一部が市内に住所を有する者で

あること。

（行為の届出等）

第５条　法第１６条第１項の規定による届出は、釧路市

景観計画区域内行為届出書により行うものとする。

２　法第１６条第２項の規定による届出は、釧路市景観

計画区域内行為変更届出書により行うものとする。

（景観計画区域内における行為の届出に係る添付図書）

第６条　条例第１６条の規則で定めるものは、別表の行

為の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の図

書の欄に定める図書とする。

（許可等を受けて行う行為）

第７条　条例第１８条第１項第８号の規則で定めるもの

は、次に掲げるものとする。

(1) 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第９条

第２項及び第３項、第１３条第３項、第１４条第３

項、第２６条第１項並びに第５６条第１項後段の規

定に基づき、認可、許可、届出及び協議を要する行

為

(2) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の

２第１項並びに第３４条第１項及び第２項の規定に

基づき、許可を要する行為

（通常の管理行為等）

第８条　条例別表第２の行為の内容の欄第２号の規則で

定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小

屋、材料置場その他これらに類する建築物で仮設の

建築物の建築等

(2) 建築物の増築又は改築で､当該増築又は改築に係

る部分の床面積が１０平方メートル以下のもの

(3) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは

模様替又は色彩の変更（以下「外観の変更等」とい

う。）で、一壁面の変更面積がその面の２分の１以

下のもの

(4) 工作物の建設等で次に掲げるもの

ア　第３条第１号の工作物で高さ２メートル以下の

もの

イ　第３条第２号の工作物で高さ６メートル以下の

もの

ウ　第３条第３号の工作物で高さ１５メートル以下

のもの

エ　第３条第４号の工作物で高さ４メートル以下の

もの

オ　第３条第５号及び第６号の工作物で高さ８メー

トル以下のもの

カ　アからオまでに掲げるものに係る工作物以外の

工作物の外観の変更等で、その変更面積が全体の

２分の１以下のもの

(5) 法第１６条第１項第３号に規定する開発行為その

他政令で定める行為及び条例別表第１の行為の欄第

１号に規定する土地の形質の変更で、次に掲げるも

の

ア　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項第２号から第１１号までに規定する

開発行為

イ　土地の面積が２００平方メートル以下で、かつ、

高さが２メートルを超える法
のり

を生ずる切土又は盛

土を伴わない土地の形質の変更

ウ　農業又は林業を営むために行う土地の形質の変

更

(6) 樹木の伐採で次に掲げるもの

ア　樹高が１０メートル以下で、かつ、地上１．５

メートルの高さにおける幹周が１メートル以下の

もの

イ　農業又は林業を営むために行うもの

（法に基づく届出をした者に対する通知）

第９条　条例第２０条の規定による通知は、釧路市景観

計画区域内行為審査結果通知書により行うものとする。

（特定届出対象行為の変更命令に係る期間延長の通知）

第１０条　法第１７条第４項の規定による通知は、処分

期間延長通知書により行うものとする。

（身分証明書）

第１１条　法第１７条第８項に規定する身分を示す証明

書は、身分証明書によるものとする。

（景観重要建造物の指定の通知）

第１２条　法第２１条第１項の規定による通知は、景観

重要建造物指定通知書により行うものとする。

（標識の設置）

第１３条　法第２１条第２項に規定する標識は、当該景

観重要建造物の所有者と協議のうえ、公衆の見やすい

場所に設置するものとする。

（景観重要建造物の管理の方法の基準）

第１４条　条例第２５条第４号の規則で定めるものは、

次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物が滅失し、又は損傷するおそれが

あると認めるときは、直ちに市長と協議してその滅

失又は損傷を防ぐ措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれがある枯損した

樹木又は危険な樹木は、速やかに伐採すること。

（景観重要樹木の指定の通知）

第１５条　法第３０条第１項の規定による通知は、景観

重要樹木指定通知書により行うものとする。

（標識の設置）

第１６条　法第３０条第２項に規定する標識は、当該景

観重要樹木の所有者と協議のうえ、公衆の見やすい場

所に設置するものとする。

（景観重要樹木の管理の方法の基準）

第１７条　条例第２７条第３号の規則で定めるものは、

次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、その保

育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあ

ると認めるときは、直ちに市長と協議してその滅失

又は枯死を防ぐ措置を講ずること。

（審議会の会長及び副会長）

第１８条　条例第３３条に規定する釧路市景観審議会

（以下「審議会」という。）に会長及び副会長を置き、

委員の互選によってこれを定める。

２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、

又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第１９条　審議会の会議は、会長が招集する。

２　会長は、会議の議長となる。

３　審議会は、委員（議事に関係のある臨時委員を含む。

次項において同じ。）の過半数が出席しなければ、会

議を開くことができない。

４　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。

（部会）

第２０条　会長が必要と認めたときは、審議会に部会を

置くことができる。

２　部会は、審議会から付託された事項を調査審議する。

３　部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって

組織する。

４　部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選に

よってこれを定める。

５　部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あら

かじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

６　前条の規定は、部会の会議について準用する。この

場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」

と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるもの

とする。

７　部会が調査審議したときは、部会長は、当該調査審

議の内容を審議会に報告しなければならない。

（臨時委員）

第２１条　臨時委員は、市長が委嘱し、その者の委嘱に

係る特別の事項の調査審議が終了したときは、委嘱を

解かれたものとする。

（調査委員）

第２２条　調査委員は、専門の事項に関する識見を有す

る者のうちから市長が委嘱し、当該事項の調査が終了

したときは、委嘱を解かれたものとする。

２　調査委員は、審議会及び部会に出席し、意見を述べ

ることができる。

（庶務）

第２３条　審議会の庶務は、住宅都市部都市計画課にお

いて行う。ただし、部会における専門の事項に関する

事務は、それぞれ所掌する部課において行う。

（審議会の運営事項）

第２４条　第１８条から前条までに定めるもののほか、

審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。

（届出書等の様式）

第２５条　この規則における各種届出書、通知書、身分

証明書及び標識の様式については、別に定める。

（委任）

第２６条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

市長が別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（釧路市景観条例施行規則の廃止）

２　釧路市景観条例施行規則（平成１９年釧路市規則第

３１号）は、廃止する。
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別表（第６条関係）

行　為
図　書

種　類 備　考

建築物の建築等又

は工作物の建設等

付近見取図

配置図

各階の平面図 建築物である場合

に限る。

各面の立面図 各部分の仕上げ及

び色彩並びに設備

等を明示すること。

断面図 主要部２面以上

現況写真 行為地及び周辺の

状況を示すカラー

写真

都市計画法第４条

第１２項に規定す

る開発行為

付近見取図

平面図 変更前及び変更後

の土地の形状を示

すもの

断面図 変更前及び変更後

の土地の形状を示

すもの

現況写真 行為地及び周辺の

状況を示すカラー

写真

土地の開墾、土砂

の採取、鉱物の掘

採その他土地の形

質の変更

付近見取図

平面図 変更前及び変更後

の土地の形状を示

すもの

断面図 変更前及び変更後

の土地の形状を示

すもの

現況写真 行為地及び周辺の

状況を示すカラー

写真

樹木の伐採 付近見取図

樹木の配置図 樹種及び大きさを

示すもの

現況写真 行為地及び周辺の

状況を示すカラー

写真
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